
平成 27 年第１１回 

北竜町農業委員会総会議事録 

１．開催日時  平成 27 年 11 月 25 日(水)午後 1 時 30 分から午後 2 時 5 分 

２．開催場所  すこやかセンター 2 階会議室 

３．出席委員（９人） 

   会  長 10 番 橋本 勝久 

   会長代理 ３番 水谷 茂樹 

   委員   １番 出口 宣伸   ６番 中村 広治  

        ２番 川本 和幸   ７番 大場 信一 

        ４番 善岡 浩樹    

        ５番 北清 裕邦   ９番 西野 利幸  

４．欠席委員（１人） 

        ８番 川村  功 

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の選出  

  第２ 会議書記の指名  

  第３ 農政報告 

  第４ 議事参与の制限 なし 

第５ 農業委員会動静報告 

  第６ 報告第２８号 農業者年金裁定請求書の進達について 

（新制度･老齢年金）         

  第７ 報告第２９号 農業者年金裁定請求書の進達について 

             （新制度･特例付加年金） 

  第８ 報告第３０号 農地法第 4 条第 1 項第 8 号の規定による 

届出について 

  第９ 報告第３１号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による 

            農地の合意解約について 

  第 10  議案第１９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による 

            農用地利用集積計画の決定について 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 山田 英喜 事務局  松本 雄大   中村 奨平 

   

７．参与   

  産業課長 有馬 一志 



８．会議の概要 

 

事務局長 委員皆様、ご参集有難うございます。 

８番 川村委員からは共済組合の用務のため欠席の旨連絡が

ありましたので、ご報告申し上げます。 

本日の出席委員は９人で、会議規則第６条の定足数を満たして

おります。 

ただ今から、橋本会長にはご挨拶を頂き、平成 27年第 11回農

業委員会総会を開会し、会議規則第４条により議長として、それ

以降の進行をお願いします。 

 

 

会 長 

 【会長挨拶】 

皆様ご苦労様で御座います。今年は 11月雪も降らず、どうした

のかと思いましたが、いつ白くなるのかと思っていました。やは

り北空知の平均根雪が 11月 20日だそうで、ちゃんと降りまして

白くなりました。我々農家としては時期が来て白くなると落ち着

くものが落ち着くと言う事で一安心しております。今年の出来秋

については、皆さん色んな所で話を聞かれていると思いますが非

常に良かったと思いますし、11月を過ぎまして 12月になれば

段々と中身もわかってくるので、去年に引き続きさほど困った様

な事は無いのかと思います。今日の北海道新聞、空知版に北竜町

のひまわりライスの記事が出ておりました。今日欠席の川村委員

が大きな顔で写っておりまして（笑）南北交流と言うか、北の北

海道と南の沖縄と言う事で、良くも遠い中で北竜のお米が評価を

されて売れている事をうれしく思って記事を読んだ訳です。 農

協の皆さんの役員・職員の皆さん、青年部、婦人部、ひまわりラ

イスの役員の皆さん、大変な努力をした中で販売して頂いてい

る。我々生産者も折角評価をしてくれるところに又高い評価をし

て頂ける様な努力を為なければいけない、今日、記事を読みなが

ら考えていた訳で御座います。 ＴＰＰの問題ですけれども我々

の思っていた事と違う方向で決まってきております、政府は守っ

たと、５品目は守ったと言いますが本当に守ったのか、５品目だ

けでは無く日本の農業そのものを守る方向の中で動いたのだろ

うか、首を傾げる様な次第で御座います。つい最近、ニュージー

ランドのＴＰＰについてテレビで特集をやっており、それを見ま

して国の考え方・国民の・国の政治の考え方がどういう方向にあ



るのか見ましてニュージーランドはニュージーランドの国を、農

業をどう考えているのか良くわかる。余所の国の事はわかるのに

日本の国の事が余りにも良くわからない状態の中で、一生懸命な

自民党が空知管内・北海道・日本全国でしょうけれども色んな人

が来てガス抜きをしている。そこに来ないかとお誘いが来てい

る。私は１回も参加しておりませんけれども、そんな話を聞いて

でも、兎に角外へ売れ、一生懸命に外に売って行けと。国外に農

産物を売れる様な方向でと言い方でやっている所もある様で御

座います。国内で売れなければ国外に行って売れと、そんな意味

でひまわりライスがその様な評価を受けた事は良かったと思っ

ております。今日は案件が少し多めですけれども宜しくお願い致

します。簡単ですが挨拶と致します。 

 

議 長 それでは早速これより平成27年第11回農業委員会を開催致しま

す 

    署名委員の選出 

では、日程第１の会議録署名委員の指名ですが、３番水谷委員、

４番善岡委員の両名を指名致します。 

 

 

議 長 

 

    書記の指名 

日程第２の会議書記には、山田局長、松本係長、中村書記と致し

ます。 

 

議 長 日程第３の農政報告があれば産業課長有馬参与よりお願い致し

ます。 

 

参与 本日は特に御座いません。 

 

議 長 農政報告は特に無いとのことです。 

 

議 長 日程第４ 議事参与の制限は、今総会ではありません。 

 

議 長 日程第５、委員会動静報告については、議案書２ページの通りで

す、お目通し願います。 

 

 



議 長 

 

本日の案件は報告４件・議案１件です。 

 

議 長 

 

報  告 

日程第６、報告第 28号、農業者年金裁定請求書の進達について 

（新制度･老齢年金） を事務局より説明をお願い致します。 

 

事務局 【議案書３・４㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 ただ今の事務局の説明、質問等はございませんか。 

 

委員  【質問無しの声】 

 

議 長 質問等が有りませんので、承認として宜しいですか。 

 

委員 【委員承認】 

 

議 長 日程第６、報告第 28号、農業者年金裁定請求書の進達について 

（新制度･老齢年金）は、報告のとおり承認致しました。 

 

議 長 

 

日程第７、報告第 29号、農業者年金裁定請求書の進達について

（新制度･特例付加年金） を事務局より説明を致します。 

 

事務局 【議案書５・６㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 ただ今の事務局の説明に質問等はございますか。 

 

委員 【質問無しの声】 

 

議 長 無ければ、承認として宜しいですか。 

 

委員 【委員承認】 

 

議 長 日程第７、報告第 29号、農業者年金裁定請求書の進達について

（新制度･特例付加年金）は、報告のとおり承認致しました。 

  

議 長 日程第８、報告第 30号、農地法第 4条第 1項第 8号の規定によ



 る届出について を事務局より説明をお願い致します。 

 

事務局 【議案書７・８㌻の朗読等、資料１㌻で説明】 

 

議 長 農地転用の報告です。美葉牛・恵北のライスセンターから上がっ

て行った所、五カ山入口の道道沿い高規格道路を潜る一寸手前の

畑の角、地元の方は解る土地だと思います。今は雪で道路除雪は

されないと思います。 

 

３番委員 もう除雪されていません。耕作者の方は存じていますか。 

 

事務局 耕作者にも施工業者から話が入っております。 

 

議 長 工事は３月までに行うそうで施工業者で道路除雪をするものと

思いますので、確認できる時に事務局に連絡願えれば確認したい

と思っております。 

他に質問・意見等は御座いませんか。 

 

議 長 無ければ、承認として宜しいですか。 

 

委員 【委員承認】 

 

議 長 

 

 

日程第８、報告第 30号、農地法第４条第１項第８号の規定によ

る届出について は、報告のとおり承認を致しました。 

 

議 長 

 

日程第９、報告第 31号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地の合意解約について を事務局より説明をお願

い致します。 

 

事務局 【議案書８－２・８－３㌻の朗読等で説明】 

 

議 長 ただ今の事務局の説明、質問等はございませんか。 

 

議 長 無ければ、承認として宜しいですか。 

委員 【委員承認】 

 



議 長 

 

 

 

日程第９、報告第 31号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農地の合意解約について は、報告のとおり承認しまし

た。 

 

 

議 長 

 

  議  案 

日程第１０、議案第 19号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について を事務局から

説明をお願い致します。 

 

事務局  【議案書９～１７㌻の朗読等・２～１７㌻で説明】 

 

議 長 公社買い戻し１件、公社賃貸６件と相対賃貸１件です。 

ただ今の事務局の説明に、質問等はございますか。 

 

5番委員 【挙手】 

 

議 長 はい、５番。 

 

５番委員 賃－19は中間管理機構を利用する案件ですか。 

 

議 長 事務局より。 

 

事務局 機構は使用しません。貸し主が来年 3月に 65歳に到達する際に

年金の裁定請求を行うための契約です。借り主・貸し主で来年の

売買契約は確実な約束をしておりますが締結時期が６・7月にな

るため賃貸借の契約を結ぶものです。年金に関係する契約です。 

 

5番委員 了解できます。 

 

委員 【質問、意見無し】 

 

議 長 

 

質問等が有りませんので、提案の通り決定することとして宜しい

ですか。 

 【委員承認】 【異議なしの声多数】 

 

議 長 委員の承認を受けまして、 



 

日程第１０、議案第１９号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について は提案の通り

決定しました。 

 

 

議 長 

  閉 会 

以上で、本日の日程、議案の審議については全て終了しました。 

それでは、以上をもちまして、 

北竜町農業委員会第１１回総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議  長 

 

 

 

 

 ３番委員 

 

 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

 

 

 


